
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
及
び
返
還
）

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
及
び
返
還
）

第
七
条

世
帯
主
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
に
提
出

し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
申
請
書
に
被
保
険
者
の
個
人
番
号
を
記
載
し
な
い
場
合
に
限
る
。）を
提
示

し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

世
帯
主
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
と
き

は
、
直
ち
に
、次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
に
提
出
し
て
、

そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

被
保
険
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

イ

被
保
険
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

ロ

被
保
険
者
の
個
人
番
号
又
は
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

ハ

再
交
付
申
請
の
理
由

二

世
帯
主
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
又
は
住
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
個
人
識
別
事
項
」
と
い
う
。）が
記

載
さ
れ
た
書
類
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

再
交
付
申
請
の
理
由

イ

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
書
類

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)
〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
十
五
項
及
び
第
百
二
十
条
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
二
条
第
六
項
、
第
五
十
一
条
の
三
第
九
項
、
第
六
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
二

百
四
条
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
二
百
四
条
並

び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
四
条
第
十
一
項
及
び
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

書
類
で
あ
つ
て
、
写
真
の
表
示
そ
の
他
の
当
該
書
類
に
施
さ
れ
た
措
置
に
よ
つ
て
、
当
該
世
帯
主
が
当
該

書
類
に
記
載
さ
れ
た
個
人
識
別
事
項
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
、
国
民
年
金
手
帳
、
児
童
扶
養
手
当
証

書
若
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
つ
て
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち

二
以
上
の
書
類

（
削
る
）

三

被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

世
帯
主
以
外
の
者
が
世
帯
主
を
代
理
し
て
第
一
項
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
に
提
出
し
、
当
該
世
帯
主
以
外
の
者
の
個
人
識

別
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
つ
て
、
当
該
世
帯
主
以
外
の
者
に
係
る
同
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
も
の（
当
該
申
請
書
に
被
保
険
者
の
個
人
番
号
を
記
載
し
な
い
場
合
に
限
る
。）を
提
示
し
て
、

そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
世
帯
主
以
外
の
者
は
、
当
該
申
請

書
に
、
当
該
世
帯
主
以
外
の
者
の
個
人
識
別
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
つ
て
、
当
該
個
人
識
別
事
項
に
よ

り
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
が
世
帯
主
の
依
頼
に
よ
り
又
は
法
令
の
規
定
に
よ
り
世
帯
主
の
代
理
人
と
し
て
再

交
付
の
申
請
を
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
新
設
）

一

世
帯
主
の
代
理
人
と
し
て
再
交
付
を
申
請
す
る
者
が
法
定
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
戸
籍
謄
本
そ
の
他

そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
類

二

世
帯
主
の
代
理
人
と
し
て
再
交
付
を
申
請
す
る
者
が
法
定
代
理
人
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
委
任
状

三

前
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
官
公
署
か
ら
世
帯
主
に
対
し
一
に
限

り
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
の
世
帯
主
の
代
理
人
と
し
て
再
交
付
の
申
請
を
す
る
こ
と
を

証
明
す
る
も
の
と
し
て
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
書
類

５

前
項
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公

簿
等
に
よ
つ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
又
は
同
項
の
世
帯
主
以
外
の
者
が
当
該
世
帯
主
と
同
一
の
世
帯

に
属
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
等
）

（
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
等
）

第
七
条
の
四

（
略
）

第
七
条
の
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

世
帯
主
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
係
る
高
齢
受
給
者
証
を
破
り
、
汚
し
、又
は
失
つ
た
と
き
は
、

直
ち
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
に
提
出
し
、
第
七
条

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
申
請
書
に
被
保
険
者
の
個
人
番
号
を
記
載
し
な
い
場
合
に
限
る
。）を
提

示
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

世
帯
主
は
、
高
齢
受
給
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

被
保
険
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

一

被
保
険
者
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号

二

被
保
険
者
の
個
人
番
号
又
は
被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

二

再
交
付
申
請
の
理
由

三

再
交
付
申
請
の
理
由

三

被
保
険
者
証
の
記
号
番
号

５

（
略
）

５

（
略
）

６

第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
高
齢
受
給
者
証
の
再
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

７
・
８

（
略
）

６
・
７

（
略
）

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
準
用
規
定
）

（
準
用
規
定
）

第
二
十
条

第
二
条
第
一
項
（
第
四
号
を
除
く
。）、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
五
条
の
四
か
ら
第
七
条
の
二
の
四
ま

で
、
第
七
条
の
四
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
組
合
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に
関
す
る
届
出
、
被
保
険
者
証
、被
保
険
者
資
格
証
明
書
及
び
高
齢
受
給
者
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条

第
二
条
第
一
項
（
第
四
号
を
除
く
。）、
第
三
条
、
第
五
条
、
第
五
条
の
四
か
ら
第
七
条
の
二
の
四
ま

で
、
第
七
条
の
四
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
組
合
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
に
関
す
る
届
出
、
被
保
険
者
証
、被
保
険
者
資
格
証
明
書
及
び
高
齢
受
給
者
証
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項

（
略
）

（
略
）

当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市

町
村

組
合

当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市

町
村

組
合

世
帯
主
の

組
合
員
の

当
該
世
帯
主
が
当
該

当
該
組
合
員
が
当
該

第
七
条
第
三
項

世
帯
主
は

組
合
員
は

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市

町
村

組
合

第
七
条
第
四
項

世
帯
主
以
外

組
合
員
以
外

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

世
帯
主
を

組
合
員
を

当
該
世
帯
主
が
住
所
を
有
す
る
市

町
村

組
合

世
帯
主
の

組
合
員
の

世
帯
主
に

組
合
員
に

第
七
条
第
五
項

市
町
村

組
合

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

世
帯
主

組
合
員

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
の
四
第
四
項
及
び
第

七
項

（
略
）

（
略
）

第
七
条
の
四
第
四
項
及
び
第

六
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
十
八
条
の
二

第
七
条
、
第
七
条
の
四
、
第
二
十
四
条
の
三
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
六
条
の
五
、
第

二
十
六
条
の
六
の
四
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
七
条
の
五
、
第
二
十
七
条
の
十
一
、
第
二
十
七
条
の
十
三
、
第

二
十
七
条
の
十
四
の
二
、
第
二
十
七
条
の
十
四
の
四
、
第
二
十
七
条
の
十
四
の
五
、
第
二
十
七
条
の
十
六
及
び

前
条
の
申
請
書
に
は
、
申
請
人
の
氏
名
、
住
所
、
個
人
番
号
及
び
申
請
年
月
日
（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類
を
提
示
す
る
場
合
の
同
条
又
は
第
七
条
の
四
の
申
請
書
に
あ
つ
て
は
申
請
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
申

請
年
月
日
、
第
二
十
七
条
の
申
請
書
に
あ
つ
て
は
申
請
人
の
氏
名
又
は
個
人
番
号
、
住
所
及
び
申
請
年
月
日
）

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条
の
二

第
七
条
、
第
七
条
の
四
、
第
二
十
四
条
の
三
、
第
二
十
六
条
の
三
、
第
二
十
六
条
の
五
、
第

二
十
六
条
の
六
の
四
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
七
条
の
五
、
第
二
十
七
条
の
十
一
、
第
二
十
七
条
の
十
三
、
第

二
十
七
条
の
十
四
の
二
、
第
二
十
七
条
の
十
四
の
四
、
第
二
十
七
条
の
十
四
の
五
、
第
二
十
七
条
の
十
六
及
び

前
条
の
申
請
書
に
は
、
申
請
人
の
氏
名
、
住
所
、
個
人
番
号
及
び
申
請
年
月
日
（
第
二
十
七
条
の
申
請
書
に
あ

つ
て
は
申
請
人
の
氏
名
又
は
個
人
番
号
、
住
所
及
び
申
請
年
月
日
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
資
格
取
得
の
届
出
等
）

（
資
格
取
得
の
届
出
等
）

第
二
十
三
条

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
又
は
法

第
十
三
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
く
な
っ
た
た
め
、
第
一
号
被
保
険
者
（
法

第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
十
四
日
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
又
は
法

第
十
三
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
く
な
っ
た
た
め
、
第
一
号
被
保
険
者
（
法

第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
十
四
日
以

内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
現
住
所
、
従
前
の
住
所
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
第
二
十
七
条
及
び
別
表
第
一

に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い

う
。）

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
現
住
所
、
従
前
の
住
所
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
別
表
第
一
に
お
い
て
「
番
号

利
用
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
（
以
下
「
個
人
番
号
」
と
い
う
。）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
被
保
険
者
証
の
交
付
）

（
被
保
険
者
証
の
交
付
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
二
号
被
保
険
者
は
、
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
被
保
険
者
証
（
日
雇
特
例
被

保
険
者
手
帳
（
健
康
保
険
印
紙
を
貼
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）を
含
む
。）、
組
合
員
証
又
は

加
入
者
証
（
組
合
員
証
及
び
加
入
者
証
に
つ
い
て
は
、
被
扶
養
者
証
を
含
む
。
以
下
「
医
療
保
険
被
保
険
者
証

等
」
と
い
う
。）を
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
が
当
該
第
二
号
被
保
険
者
が
医
療
保
険
加
入
者

で
あ
る
こ
と
を
公
募
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
二
号
被
保
険
者
は
、
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
被
保
険
者
証
（
日
雇
特
例
被

保
険
者
手
帳（
健
康
保
険
印
紙
を
貼
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）及
び
被
扶
養
者
証
を
含
む
。）、

組
合
員
証
又
は
加
入
者
証
（
以
下
「
医
療
保
険
被
保
険
者
証
等
」
と
い
う
。）を
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
市
町
村
が
当
該
第
二
号
被
保
険
者
が
医
療
保
険
加
入
者
で
あ
る
こ
と
を
公
募
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
及
び
返
還
）

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
及
び
返
還
）

第
二
十
七
条

被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
被
保
険
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と

き
は
、
直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
イ
及
び

ハ
に
掲
げ
る
事
項
）
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
七
条

被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
被
保
険
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と

き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号

イ

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

個
人
番
号

ハ

再
交
付
申
請
の
理
由

二

氏
名
及
び
生
年
月
日
又
は
住
所
（
以
下
「
個
人
識
別
事
項
」
と
い
う
。）が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

再
交
付
申
請
の
理
由

イ

個
人
番
号
カ
ー
ド（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

又
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
三
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

書
類
で
あ
っ
て
、
写
真
の
表
示
そ
の
他
の
当
該
書
類
に
施
さ
れ
た
措
置
に
よ
っ
て
、
当
該
申
請
を
行
う
被

保
険
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
個
人
識
別
事
項
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
と
同
一
の
者
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
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ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
番
号
利
用
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

（
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
を
除
く
。）又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
負
担
割
合
証
の
交
付
等
）

（
負
担
割
合
証
の
交
付
等
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該

申
請
書
に
個
人
番
号
を
記
載
し
な
い
場
合
に
限
る
。）を
提
示
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号

イ

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

個
人
番
号
又
は
被
保
険
者
証
の
番
号

ハ

再
交
付
申
請
の
理
由

二

個
人
識
別
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

再
交
付
申
請
の
理
由

イ

個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
番
号
利
用
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

書
類
で
あ
っ
て
、
写
真
の
表
示
そ
の
他
の
当
該
書
類
に
施
さ
れ
た
措
置
に
よ
っ
て
、
当
該
申
請
を
行
う
要

介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
個
人
識
別
事
項
に
よ
り
識
別
さ

れ
る
特
定
の
個
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
が
適
当

と
認
め
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
番
号
利
用
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町

村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

（
削
る
）

三

被
保
険
者
証
の
番
号

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

第
八
十
三
条
の
六

（
略
）

第
八
十
三
条
の
六

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

要
介
護
被
保
険
者
は
、
認
定
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

（
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
）
を
記
載
し
た
申
請
書

を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

要
介
護
被
保
険
者
は
、
認
定
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号

イ

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

個
人
番
号

ハ

再
交
付
申
請
の
理
由
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二

個
人
識
別
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

再
交
付
申
請
の
理
由

イ

個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
番
号
利
用
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

書
類
で
あ
っ
て
、
写
真
の
表
示
そ
の
他
の
当
該
書
類
に
施
さ
れ
た
措
置
に
よ
っ
て
、
当
該
申
請
を
行
う
要

介
護
被
保
険
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
個
人
識
別
事
項
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
と
同
一
の

者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
番
号
利
用
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町

村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

８
〜
10

（
略
）

８
〜
10

（
略
）

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
負
担
割
合
証
の
交
付
等
）

（
負
担
割
合
証
の
交
付
等
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

第
二
十
八
条
の
二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該

申
請
書
に
個
人
番
号
を
記
載
し
な
い
場
合
に
限
る
。）を
提
示
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

要
介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
は
、
負
担
割
合
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号

イ

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

個
人
番
号
又
は
被
保
険
者
証
の
番
号

ハ

再
交
付
申
請
の
理
由

二

氏
名
及
び
生
年
月
日
又
は
住
所
（
以
下
「
個
人
識
別
事
項
」
と
い
う
。）が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、

次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

再
交
付
申
請
の
理
由

イ

個
人
番
号
カ
ー
ド（
番
号
利
用
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

又
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
三
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

書
類
で
あ
っ
て
、
写
真
の
表
示
そ
の
他
の
当
該
書
類
に
施
さ
れ
た
措
置
に
よ
っ
て
、
当
該
申
請
を
行
う
要

介
護
被
保
険
者
又
は
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
個
人
識
別
事
項
に
よ
り
識
別
さ

れ
る
特
定
の
個
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
が
適
当

と
認
め
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
番
号
利
用
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町

村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

（
削
る
）

三

被
保
険
者
証
の
番
号

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）
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（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

（
特
定
入
所
者
の
負
担
限
度
額
に
係
る
市
町
村
の
認
定
）

第
八
十
三
条
の
六

（
略
）

第
八
十
三
条
の
六

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

要
介
護
被
保
険
者
は
、
認
定
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項

（
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
す
る
場
合
に
は
、
第
一
号
イ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
事
項
）
を
記
載
し
た
申
請
書

を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

要
介
護
被
保
険
者
は
、
認
定
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
市
町
村
に
提
出
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号

イ

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

個
人
番
号

ハ

再
交
付
申
請
の
理
由

二

個
人
識
別
事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

再
交
付
申
請
の
理
由

イ

個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
番
号
利
用
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

書
類
で
あ
っ
て
、
写
真
の
表
示
そ
の
他
の
当
該
書
類
に
施
さ
れ
た
措
置
に
よ
っ
て
、
当
該
申
請
を
行
う
要

介
護
被
保
険
者
が
当
該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
個
人
識
別
事
項
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
と
同
一
の

者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
番
号
利
用
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
書
類

又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町

村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

８
〜
10

（
略
）

８
〜
10

（
略
）

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
及
び
返
還
）

（
被
保
険
者
証
の
再
交
付
及
び
返
還
）

第
十
九
条

被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
被
保
険
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
、
第
二

号
に
掲
げ
る
書
類
（
当
該
申
請
書
に
個
人
番
号
を
記
載
し
な
い
場
合
に
限
る
。）を
提
示
し
て
、
そ
の
再
交
付
を

申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

被
保
険
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
被
保
険
者
証
を
破
り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
と
き

は
、
直
ち
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
て
、
そ
の
再

交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

被
保
険
者
証
の
番
号

イ

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ

個
人
番
号
又
は
被
保
険
者
証
の
番
号

ハ

再
交
付
申
請
の
理
由

二

氏
名
及
び
生
年
月
日
又
は
住
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
個
人
識
別
事
項
」
と
い
う
。）が
記
載
さ
れ
た

書
類
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

二

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
個
人
番
号

イ

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項

に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
又
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
書
類
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ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
又
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

書
類
で
あ
っ
て
、
写
真
の
表
示
そ
の
他
の
当
該
書
類
に
施
さ
れ
た
措
置
に
よ
っ
て
、
当
該
被
保
険
者
が
当

該
書
類
に
記
載
さ
れ
た
個
人
識
別
事
項
に
よ
り
識
別
さ
れ
る
特
定
の
個
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
当
該
被
保
険
者
が
住
所
を
有
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
適

当
と
認
め
る
も
の

ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
、
国
民
年
金
手
帳
、
児
童
扶
養
手
当
証

書
若
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
証
書
又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ
た
書
類
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
当
該
被
保
険
者
が
住
所
を
有
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
適
当

と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

（
削
る
）

三

再
交
付
申
請
の
理
由

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
）

（
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
に
係
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
）

第
六
十
一
条
の
二

（
略
）

第
六
十
一
条
の
二

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

８

認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
（
令
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
及
び
第
六
十
六
条
の
二

第
一
項
又
は
第
六
十
七
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を

除
く
。）が
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
月
に
同
一
の
医
療
機
関
等
（
令
第

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
を
い
う
。
第
六
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七

条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
療
養（
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
療
養
を
い
う
。

第
六
十
六
条
、
第
六
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
受
け
た
と
き
の
令
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
者
は
第
六
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
六
十
七
条
第
一
項

の
申
請
に
基
づ
く
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

８

認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
（
令
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
及
び
第
六
十
六
条
の
二

第
一
項
又
は
第
六
十
七
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を

除
く
。）が
、
特
定
疾
病
給
付
対
象
療
養
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
月
に
同
一
の
医
療
機
関
等
（
令
第

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
等
を
い
う
。
第
六
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
七

条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
療
養（
令
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
療
養
を
い
う
。

第
六
十
六
条
、
第
六
十
六
条
の
二
第
四
項
及
び
第
六
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
受
け
た
と
き
の
令
第

十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
者
は
第
六
十
七
条
第
一
項
の
申
請
に
基
づ
く
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報 


